
社会福祉法人 和項福社会

後員・夜員等 。その化の社員の承引に関する規経

(目  的)

第 1余  この規社は、社会福祉法人琴口)l頂 福社会 (以下「この法人」という。)の定次第 8余及び第22

余の規定に基づき、
'ユ

事及び監事、キ議員、千議員違仕・解仕奏員の幸R刺等及び費用に関し、

殆奏な事項を定めることを目的とする。

(定 義)

第 2余  この規程において、次の春子に掲げる用器の定義は、当該み子に定めるところによる。

(1)筏員とは、理事及び上事をいい、夜員等とは、キ議員をいい、その化の役員とは、干議員逢任

・解任奏員をいう。

(2)幸R刺等とは、幸R刺 。茸与その化名称に関らず、武務執行の対価 として受ける財左上の不'l益 をい

う。

(3)費用とは、夫竜斉、オk費 (宿 泊費を含む。)及 び手数料等の職務逸行に伴い発生する釜費をい
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(幸R刺等の支俗)

第 3余 当法人の役員、役員等、次びその化の役員に対 しての幸R刺 は、慕幸R酉対とする。

(費 用弁償)

第 4余 夜 員及 び筏 員等、 その他 の役 員がその我務 を行 うために奏す る費用は、弁償することができ

る。

2 費用の弁償 について→ま        頬霜就会状貴赤女競       釜する。ただし、た教

の我員を未務す る役 員には史絡 しない。

(資 月の支咎)

第 5余 役員及び役員等、その他の役員に対する費用は、チユ事会入は弁議員会、干議員選任・舞任奏

員会、監事生査への出席等法人・施教垂甘のための武務を行った邦友史絡する。

(′ム` 及)

第 6余 当法人は、 この規在をもって、社会福祉法第59余の2第 1項 2子に定める幸R刺等の史鈴の基

準として公表する。

(ラ史 廃)

第 7余  この現在の次廃は、キ議員会の決義 を得て行う。

(附 Яl)

第 8余  この規程 は、子式 30年 7月  1日 から (施行)蓮用する。

(子式,0年 6月 21日 干議員会決議)


